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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療デバイスの展開のためのシステムであって、
　展開可能な医療デバイス及び展開器具の少なくとも１つに関連付けられる少なくとも１
つの光学形状検出ＯＳＳシステムであって、前記ＯＳＳシステムが、前記展開可能な医療
デバイス及び／又は展開器具の形状、位置又は向きの少なくとも１つを測定するよう構成
される、ＯＳＳシステムと、
　前記展開可能な医療デバイスの配置を可能にするため、ＯＳＳデータを撮像データと位
置合わせするよう構成されるレジストレーションモジュールと、
　前記展開可能な医療デバイスの視覚的表現を生成し、前記展開可能な医療デバイスと前
記撮像データとを共に表示するよう構成される画像処理モジュールと、
　前記視覚的表現として表示するよう仮想的にレンダリングされる前記展開可能な医療デ
バイスのモデルを提供するため、メモリに格納されるルックアップテーブルを有し、
　前記モデルが、前記展開可能な医療デバイスの展開状態に基づき更新される、
システム。
【請求項２】
　前記モデルが、前記展開状態に加えて、前記ＯＳＳデータからの前記展開可能な医療デ
バイスの形状、位置又は向き、前記撮像データ及び／又はユーザ入力からの入力の少なく
とも１つに基づき更新される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　メモリに格納され、前記ＯＳＳシステムによる測定値に基づき選択可能かつ構成可能で
ある前記展開可能な医療デバイスの１つ又は複数のデジタル表現を更に有する、請求項１
に記載のシステム。
【請求項４】
　前記撮像データが、展開されるＯＳＳシステムの位置により指定される関心領域に制限
されるエネルギーを提供するソースを持つ術中撮像システムを含む、請求項１に記載のシ
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ステム。
【請求項５】
　前記ＯＳＳシステムが、前記展開可能な医療デバイスに一体化され、前記展開可能な医
療デバイスの少なくとも一部は、ディスプレイに視覚的に表される、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項６】
　前記展開可能な医療デバイスの少なくとも一部が、前記展開可能な医療デバイス機器又
はマーカーの一部を用いて視覚的に表される、請求項６に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ＯＳＳシステムが、前記展開器具に一体化され、前記展開可能な医療デバイスの少
なくとも一部は、前記展開器具に対して仮想的に表される、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記展開可能な医療デバイスが、エンドグラフト、ステント、置換バルブ、クリップ又
はバルーンの１つ又は複数を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　ＯＳＳシステムにより測定された解剖学的特徴に基づき、展開可能な医療デバイスのタ
イプを選択するよう構成される計画モジュールを更に有する、請求項１に記載のシステム
。
【請求項１０】
　移植可能なデバイスの展開のためのシステムであって、
　移植可能なデバイス及び展開器具の少なくとも１つに関連付けられる少なくとも１つの
光学形状検出ＯＳＳシステムであって、前記ＯＳＳシステムが、前記移植可能なデバイス
及び／又は展開器具の形状、位置又は向きの少なくとも１つを測定するよう構成される、
ＯＳＳシステムと、
　血管にフィットするよう前記移植可能なデバイスのモデル又はメッシュを修正すること
により、前記移植可能なデバイスタイプのデジタル表現を修正するよう構成される編集モ
ジュールと、
　前記デジタル表現を用いて、前記移植可能なデバイスの配置を可能にするため、撮像デ
ータとＯＳＳデータとを位置合わせするよう構成されるレジストレーションモジュールと
、
　前記撮像データと共に、前記移植可能なデバイスのデジタル表現を表示するよう構成さ
れる画像処理モジュールと、
　表示のため仮想的にレンダリングされる前記移植可能なデバイスのモデル又はメッシュ
を提供するため、メモリに格納されるルックアップテーブルとを有し、
　前記編集モジュールが、前記移植可能なデバイスの展開状態に基づき前記デジタル表現
を変更するよう構成される、
システム。
【請求項１１】
　前記編集モジュールが、前記展開状態に加えて、前記ＯＳＳデータからの前記移植可能
なデバイスの形状、位置及び向き、前記撮像データ及び／又はユーザ入力からの入力の少
なくとも１つに基づき前記デジタル表現を変更するよう構成される、請求項１０に記載の
システム。
【請求項１２】
　前記撮像データが、展開されたＯＳＳシステムの位置により指定される関心領域に制限
されるエネルギーを提供するソースを持つ術中撮像システムを含む、請求項１０に記載の
システム。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】光学形状検出によるエンドグラフトの視覚化
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、医療器具に関し、より詳細には、形状検出光ファイバによるエンドグラフト
設置及び展開のためのシステム、デバイス、及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学形状検出（ＯＳＳ）は、外科的介入の間のデバイスの位置特定及びナビゲーション
のため、マルチコア光ファイバに沿って光を使用する。関与する１つの原理は、特徴的な
レイリー後方散乱又は制御された格子パターンを用いて、光ファイバにおける分散された
歪み測定を利用することである。光ファイバに沿った形状は、発射点（又はｚ＝０）とし
て知られるセンサに沿った特定の点で始まり、その後の形状の位置及び向きは、その点に
対して相対的なものである。有意義な臨床的使用のため、形状検出デバイスは、（例えば
術前コンピュータ断層撮影（ＣＴ）又は生の透視画像のような）参照の撮像フレームに位
置合わせされることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　腹部大動脈瘤（ＡＡＡ）の修復のための最も一般的な技術として、血管内動脈瘤修復（
ＥＶＡＲ）が開放手術を置換した。この手順は典型的には、Ｘ線透視誘導下で実行され、
ステントグラフトを正確に位置決め及び展開するため、かなりの量の造影剤を使用する。
平均して、ＥＶＡＲ処置中に５０～１００ｍＬの造影剤が使用され、これはまれに急性腎
不全を生じさせる場合がある。
【０００４】
　ＥＶＡＲからの最も一般的な合併症は、ステントグラフトの大動脈への不十分な封止か
ら生じるエンドリークである。エンドリークは、ステント周囲の不適切な流れ（例えば、
近位又は遠位の取り付け部位でのステント周囲の流れ、グラフト壁を通る流れ、分岐から
の逆流など）を伴う。
【０００５】
　ＥＶＡＲに関する別の合併症は、大動脈側枝（例えば結腸、腎臓、及び骨盤動脈など）
の虚血に関する。これは、ステントが側枝の１つを部分的に又は完全に覆うように、ステ
ントグラフトが誤って配置されるために生じる可能性がある。これは、高品質の撮像技術
の欠如及び血管チームの経験の欠如に関連付けられる。
【０００６】
　ＥＶＡＲでは、ステントグラフトは、エンドグラフトを血管系の正しい部分にナビゲー
トするのに使用されるステント展開システムに含まれる。展開システムは、比較的大きく
かつ堅い血管内デバイスとなる傾向がある。ステントの展開に関する様々なステップを制
御するため、それらは典型的に、ハンドル又はノブ及びダイヤル又はワイヤのセットを近
位端に含む。ステントは、デバイスの遠位部分内にあり、デバイスが適切な位置にナビゲ
ートされた後にのみ解放される。いくつかの場合において、ステントは、ワンステップで
完全に展開されるが、他の場合には、最終的な展開ステップがステントを（典型的には保
持／封止リングを介して）血管系にしっかりと取り付ける前に、正確な位置決め及び方向
を可能にするため、ステントが部分的に展開される。
【０００７】
　血管内ステントグラフトは、封止リングを着けることができる十分な量の健康な血管を
必要とする。これが腎動脈の下では不可能な場合、エンドグラフトが、これらの動脈をカ
バーし、これらの血管への流れを維持する何らかの代替手段を作らなければならない。こ
れは、有窓血管内動脈瘤修復（ＦＥＶＡＲ）として知られる手順において、有窓ステント
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（例えば、側枝用の窓を備えたステント）を用いて行われることができる。この場合、ス
テントは、側枝で正しく整列されなければならない穿孔を持ち、側枝を主ステントに接続
するために追加のステントが配置される。
【０００８】
　Ｘ線誘導下で、エンドグラフトは、エンドグラフトの主要な位置にあるＸ線可視マーカ
ーを介して視覚化されることができる。有窓エンドグラフトでは、マーカーは、穿孔の位
置を特定し、穿孔と側枝とを適切に整列するため、ステントを方向付けるのに使用される
ことができる。ＥＶＡＲからの合併症は、エンドリークを生じさせるエンドグラフトの誤
配置、側枝の閉塞をもたらすエンドグラフトの誤配置、エンドグラフト展開中に使用され
る高レベルの造影剤による造影腎症、並びに複雑な生体構造におけるナビゲーション及び
展開が原因の長い手順時間による高造影剤量及び放射線線量を含む。更に、３次元生体構
造における３次元ステントの配置は、困難であり、典型的には、Ｘ線透視法による２次元
撮像誘導の下で行われる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本原理によれば、医療デバイスの展開のためのシステムは、展開可能な医療デバイス及
び展開器具の少なくとも１つに関連付けられる少なくとも１つの光学形状検出ＯＳＳシス
テムを含む。上記ＯＳＳシステムが、上記展開可能な医療デバイス及び／又は展開器具の
形状、位置又は向きの少なくとも１つを測定するよう構成される。位置合わせモジュール
が、上記展開可能な医療デバイスの配置を可能にするため、ＯＳＳデータを撮像データと
位置合わせするよう構成される。画像処理モジュールが、上記展開可能な医療デバイスの
視覚的表現を生成し、上記展開可能な医療デバイスを上記撮像データと一緒に表示するよ
う構成される。
【００１０】
　移植可能なデバイスの展開のためのシステムが、移植可能なデバイス及び展開器具の少
なくとも１つに関連付けられる少なくとも１つのＯＳＳシステムを含み、上記ＯＳＳシス
テムが、上記移植可能なデバイス及び／又は展開器具の形状、位置又は向きの少なくとも
１つを測定するよう構成される。編集モジュールは、血管にフィットするよう上記移植可
能なデバイスのモデル又はメッシュを修正することにより、上記移植可能なデバイスタイ
プのデジタル表現を修正するよう構成される。レジストレーションモジュールは、上記デ
ジタル表現を用いて、上記移植可能なデバイスの配置を可能にするため、撮像データとＯ
ＳＳデータとを位置合わせするよう構成される。画像処理モジュールは、上記撮像データ
と共に、上記移植可能なデバイスのデジタル表現を表示するよう構成される。
【００１１】
　医療デバイスを展開するための方法が、展開可能な医療機器のデジタル表現として展開
可能な医療デバイスモデルを選択するステップと、ＯＳＳ対応展開器具のＯＳＳデータと
撮像データとを位置合わせするステップと、ＯＳＳシステムの上記ＯＳＳデータ、上記デ
ジタル表現、及び上記撮像データを共に表示して、上記デジタル表現を用いて上記展開可
能な医療デバイスを位置決めするときのガイダンスを提供するステップと、上記展開可能
な医療デバイスの上記デジタル表現の視覚表現を用いて、上記展開可能な医療デバイスを
血管内に展開するステップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】一実施形態による、エンドグラフト計画及び展開のためのシステムを示すブロッ
ク／フロー図である。
【図２】一実施形態によるモデル／メッシュ変更の方法を示すブロック／フロー図である
。
【図３】本原理によるＯＳＳファイバに基づき配置された仮想エンドグラフトの展開に関
する画像を示す図である。
【図４】本原理によるＯＳＳファイバに基づき配置されたエンドグラフト展開のための仮
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想バルーンの展開に関する画像を示す図である。
【図５】本原理によるエンドグラフトの位置マーカーを示す画像である。
【図６】本原理によるエンドグラフト展開のための位置マーカーを示す画像である。
【図７】本原理によるエンドグラフトの配置及びカニューレ挿入を示す画像である。
【図８】例示的な一実施形態によるエンドグラフトの計画及び展開のための方法を示すフ
ロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本開示におけるこれら及び他の目的、特徴及び利点は、添付の図面と共に参照される、
その説明的な実施形態の以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【００１４】
　本開示は、以下の図面を参照して好ましい実施形態の以下の説明を詳細に提供する。
【００１５】
　本原理によれば、解剖学的撮像（例えば、術前コンピュータ断層撮影（ＣＴ）画像、術
中ｘｐｅｒＣＴ／３ＤＲＡ、蛍光透視法ロードマップ、超音波など）に関するエンドグラ
フトの３次元視覚化が、光学形状検出（ＯＳＳ）を使用して展開の間より正確に制御され
ることができる。血管内動脈瘤修復（ＥＶＡＲ）におけるナビゲーションのためのＯＳＳ
の導入は、線量と造影剤の量を減らすことができ、カテーテルとガイドワイヤを３次元脈
管構造内に配置するためのより直感的な方法を提供する。これは、手順時間を短縮し結果
を改善する。
【００１６】
　ＥＶＡＲ処置の１つの特徴は、エンドグラフトの展開である。エンドグラフトの配向及
び位置は、血管との良好な密封を実現し、動脈瘤がもはや圧力にさらされないように流れ
を調節する上で重要な考慮事項である。エンドグラフトが正しく配置されていないと、血
液がステントグラフトの周りで漏れ、動脈瘤嚢内に溜まり続ける場合があるか、又は、エ
ンドグラフトは、大動脈から側枝を閉塞する可能性がある。これは、重要な器官への乏し
い血流をもたらす可能性がある。有窓血管内動脈瘤修復（ＦＥＶＡＲ）では、側枝（腎動
脈など）にカニューレが挿入される必要がある。このカニューレ挿入は、カテーテル及び
ガイドワイヤを半展開されたステントグラフトを通してナビゲートし、穿孔を介してステ
ントグラフトを出て、次に標的血管に入ることを含む。これは、主にＯＳＳを介してデバ
イスの既知の位置及び形状を通して行われることができるが、エンドグラフト（及び対応
する穿孔）の位置を見ることも有利であり得る。従って、エンドグラフトを形状検出する
ことにより、最適な位置決定のために、展開の間エンドグラフトの位置／向き／形状が、
追跡されることができ、Ｘ線誘導なしで（又は最小限のＸ線誘導で）側枝のカニューレ挿
入が行われることができる。一実施形態では、ＯＳＳ対応デバイス、ＯＳＳ対応ステント
グラフト、及び術前ＣＴ／ライブ透視に基づき誘導が行われることができる。
【００１７】
　いくつかの場合では、エンドグラフト全体を直接的形状検出することが適切ではない又
は可能ではない場合がある。斯かる場合、情報は、ＯＳＳ対応の剛性ガイドワイヤ、又は
ＯＳＳデータを使用する他の組み合わせ、サブセット若しくはシナリオに関連して使用さ
れる展開デバイスのハンドルに基づきかれる、エンドグラフト上の単一の位置、剛性ガイ
ドワイヤの位置及び向き、展開の位置、向き、及び状態に関するものとなる。エンドグラ
フトの形状、位置、及び向きの知識をオペレータに提供するため、光学的形状検出ガイダ
ンスをエンドグラフト展開プロセスに導入することが可能である。
【００１８】
　本原理によれば、術中ＯＳＳデータと結合されるエンドグラフト（又はステントグラフ
ト）、及びユーザにエンドグラフトの３Ｄ表現を提供するためのエンドグラフトの任意の
ライブ撮像に関して、先験的モデルが用いられることができる。更に、エンドグラフトの
ナビゲーション、位置決め及びアライメントを助けるための機構が、術前計画及び標的化
を含めて記載される。本原理は、形状検出を使用してその展開状態に関する少なくとも部
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分的な情報を持つ介入デバイス（エンドグラフト、バルーンなど）の３Ｄモデルを予測す
る。その予測されたモデルは、追加の蛍光透視／撮像情報を使用して更新されることがで
きる。デバイスの３次元（３Ｄ）モデルは、各デバイスのタイプ及びブランド、並びにそ
の展開状態に関する情報に依存する。モデル及び最終的にデバイス自体は、収集されたＯ
ＳＳデータを用いて更新される。エンドグラフトが位置決めされると、その配置及び展開
がより正確に提供され、従って処置中の撮像放射線への被爆が低減され、良好なフィット
が確実にされ、不適切にフィットされるエンドグラフトに関連付けられる合併症が軽減さ
れる。
【００１９】
　本発明は、医療器具に関して記載されるが、本発明の教示は、はるかに広範であり、任
意の光ファイバ器具に適用可能である点を理解されたい。いくつかの実施形態では、本原
理は、複雑な生物学的又は機械的システムの追跡又は分析に用いられる。特に、本原理は
、生体系の内部追跡手順、例えば肺、胃腸管、排泄器官、血管といった身体のすべての領
域における処置に適用可能である。図面に示される要素は、ハードウェア及びソフトウェ
アの様々な組合せにおいて実現されることができ、単一の要素又は複数の要素において組
み合わせられることができる機能を提供することができる。
【００２０】
　図面に示されるさまざまな要素の機能は、専用ハードウェアの使用を介してというだけ
でなく、適切なソフトウェアに関連してソフトウェアを実行することができるハードウェ
アの使用を介して与えられることができる。プロセッサにより提供されるとき、この機能
は、単一の専用のプロセッサにより、単一の共有プロセッサにより、又は複数の個別のプ
ロセッサにより与えられることができる。個別のプロセッサの幾つかは、共有されること
ができる。更に、「プロセッサ」又は「コントローラ」という用語の明確な使用は、ソフ
トウェアを実行することができるハードウェアを排他的に参照するものとして解釈される
べきではなく、デジタル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）ハードウェア、ソフトウェアを格
納する読出し専用メモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）及び不
揮発性ストレージ等を暗に含むが、これらに限定されるものではない。
【００２１】
　更に、本発明の原理、側面及び実施形態並びにその特別の実施例を述べる本書における
すべての記載は、その構造的及び機能的均等の範囲の両方を含むものとして意図される。
更に、斯かる均等物が、現在既知の均等物だけでなく将来開発される均等物の両方を含む
ものとして意図される（即ち、構造に関係なく、同じ機能を実行すべく開発される任意の
要素を含む）。従って、例えば、本書に与えられるブロック図は、本発明の原理を実現す
る説明的なシステム要素及び／又は回路の概念表示を表すという点を当業者は理解された
い。同様に、任意のフローチャート、流れ図等は、コンピュータ可読ストレージ媒体にお
いて実質的に表されるさまざまな処理を示し、従って、コンピュータ又はプロセッサが明
示的に示されるかどうかに関係なく、斯かるコンピュータ又はプロセッサにより実行され
る点を理解されたい。
【００２２】
　更に、本発明の実施形態は、コンピュータ若しくは任意の命令実行システムによる使用
又はこれに関連した使用のためのプログラムコードを提供する、計算機が使用可能なスト
レージ媒体又はコンピュータ可読ストレージ媒体からアクセス可能なコンピュータプログ
ラムの形をとることができる。この説明のため、計算機が使用可能なストレージ媒体又は
コンピュータ可読ストレージ媒体は、命令実行システム、装置又はデバイスによる使用又
はこれに関連した使用のためのプログラムを、包含、格納、通信、伝搬、又は輸送するこ
とができる任意の装置とすることができる。媒体は、電気、磁気、光学、電磁気、赤外線
若しくは半導体システム（又は、装置若しくはデバイス）、又は伝搬媒体とすることがで
きる。コンピュータ可読媒体の例は、半導体又はソリッドステートメモリ、磁気テープ、
リムーバブルコンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読出し専
用メモリ（ＲＯＭ）、リジッド磁気ディスク及び光学ディスクを含む。光学ディスクの現
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在の例は、読出し専用コンパクトディスク（ＣＤ－ＲＯＭ）、読出し／書込みコンパクト
ディスク（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）及びＤＶＤを含む。
【００２３】
　ここで図面を参照する。図面において、同様な番号は、同じ又は類似の要素を表す。最
初に図１を参照すると、エンドグラフトの追跡及びナビゲーションに関するシステム１０
０と、形状検出可能なデバイス及びシステムを持つ関連付けられるアクセサリ又はツール
とが、一実施形態に基づき例示的に示される。ナビゲーションは、手動、コンピュータ支
援、ロボットで実行されることができる。システム１００は、手順が監督及び／又は管理
されるワークステーション又はコンソール１１２を含むことができる。ワークステーショ
ン１１２は好ましくは、１つ又は複数のプロセッサ１１４及びプログラム及びアプリケー
ションを格納するメモリ１１６を含む。メモリ１１６は、１つ又は複数の形状検出デバイ
ス又はシステム１０４からの光学的フィードバック信号を解釈するよう構成された光学検
出モジュール１１５を格納することができる。光学検出モジュール１１５は、例えば、エ
ンドグラフト、ステント、バルーン等といった展開可能な医療デバイス又は器具１０２に
関連付けられる変形、偏向及び他の変化を再構成するため、光学信号フィードバック（及
び他の任意のフィードバック、例えば、電磁（ＥＭ）追跡、Ｘ線又は超音波画像）を使用
するよう構成される。デバイス１０２はまた、ガイドワイヤ、カテーテル、又は他の医療
デバイスを含むことができる。
【００２４】
　形状検出システム１０４は、セットされた１又は複数のセットパターンにおいてシステ
ム１０４に含まれる１つ又は複数の光ファイバ１２７を含む。光ファイバ１２７は、ワー
クステーション１１２に接続する。形状検出システム１０４は、１つ又は複数のデバイス
に含まれ、例えば、展開システム１０７、ハンドル１０５（展開システム１０７又はガイ
ドワイヤ若しくはカテーテル用）、カテーテル若しくはガイドワイヤ１０３、展開可能な
デバイス１０２（本書においてエンドグラフト１０２とも呼ばれる）又は他の医療コンポ
ーネントなどに含まれることができる。エンドグラフト、ステント若しくはマーカーの視
覚的表現を生成するため、又はエンドグラフト若しくは他のデバイス展開のための光学的
形状検出と組み合わせて使用される述前計画の使用を通して、ＯＳＳファイバ１２７又は
ＯＳＳシステム１０４が使用される。本原理は、デバイス１０２又は展開システム１０７
のナビゲーション及び展開のための光学形状検出ファイバ１２７の任意の使用に適用され
る。本原理は、バルーンカテーテル、クリップ、弁、及び他のインプラント、例えば閉塞
デバイス、ステント、薬物溶出ステント、薬物被覆バルーン、肺容積減少デバイスなどに
も適用されることができる。
【００２５】
　一実施形態では、ＯＳＳシステム１０４のファイバ１２７は、エンドグラフト１０２に
一体化される。他の実施形態では、ＯＳＳファイバは、展開システム１０７（ハンドル１
０５も含むことができる）又はガイドワイヤ１０３（例えば、硬いガイドワイヤ）に一体
化されることができる。ＯＳＳシステム１０４は、エンドグラフト１０２又はステントの
計画又は配置のための物理的測定を行うために使用されることができる。一実施形態では
、エンドグラフト１０２又はステントは、エンドグラフト１０２又はステントの位置及び
向き情報を提供するため、ＯＳＳシステム１０４を含むことができる。
【００２６】
　光ファイバを備える形状検出システム１０４は、１つ又は複数の光ファイバにおける光
ファイバブラッグ格子センサに基づかれることができる。光ファイバブラッグ格子（ＦＢ
Ｇ）は、光の特定の波長を反射し、他のすべての他を透過させる光学ファイバの短いセグ
メントである。これは、ファイバーコアにおいて屈折率の周期変化を加えることにより実
現され、波長特有の誘電体ミラーを生成する。ファイバブラッグ格子は従って、特定の波
長をブロックするインライン光学フィルタとして又は波長特有の反射器として用いられる
ことができる。
【００２７】
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　ファイバブラッグ格子の処理の後の基本的な原理は、屈折率が変化している各々のイン
タフェースでのフレネル反射である。いくつかの波長に対して、様々な期間の反射光は同
相にある。その結果、反射に関して建設的干渉が存在し、結果的に、透過に関して弱め合
い干渉が存在する。ブラッグ波長は、温度だけでなく歪みに対して敏感である。これは、
ブラッグ格子が、光ファイバセンサにおけるセンシング要素として用いられることができ
ることを意味する。ＦＢＧセンサでは、歪みは、ブラッグ波長のシフトをもたらす。
【００２８】
　この技術の１つの利点は、様々なセンサ要素が、ファイバの長さにわたり分散されるこ
とができる点にある。構造に埋め込まれるファイバの長さに沿って様々なセンサ（ゲージ
）に３又はこれ以上のコアを組み込むことは、斯かる構造の３次元形式が、通常１ｍｍよ
り良好な精度で正確に決定されることを可能にする。ファイバの長さに沿って、さまざま
な位置で、複数のＦＢＧセンサが配置されることができる（例えば、３つ又はこれ以上の
ファイバー・センシング・コア）。各ＦＢＧの圧力測定から、その位置での構造の湾曲が
推定されることができる。複数の測定された位置から、全体の３次元形状が決定される。
【００２９】
　光ファイバブラッグ格子に代わるものとして、従来の光学ファイバにおける固有の後方
散乱が利用されることができる。そのような手法の１つは、標準的な単一のモード通信フ
ァイバにおけるレイリー散乱を用いることである。レイリー散乱は、ファイバーコアにお
ける屈折率のランダム変動の結果として発生する。これらのランダム変動は、格子長に沿
った振幅及び位相のランダム変動を持つブラッグ格子としてモデル化されることができる
。単一長のマルチコアファイバにおいて延びる３又はこれ以上のコアにおいてこの効果を
用いることにより、関心表面の３Ｄ形状及び動力学がフォローされることができる。
【００３０】
　光学形状検出は、複数の方法で実行されることができ、ＦＢＧ又はレイリー散乱技術に
限定されない点を理解されたい。例えば、他の技術は、ファイバにエッチングされるチャ
ネル、反射のために量子ドットを使用すること、単一のマルチコアファイバの代わりに複
数の別個のファイバ（例えば、３つ以上）を使用すること、又は他の光学的形状検出技術
を含むことができる。
【００３１】
　エンドグラフト１０２の３Ｄ表現１０２'（例えば、メッシュ１２４又はモデル１２６
）は、ＯＳＳ測定を用いて、表示された画像内に作成され、及び配置されることができる
。一実施形態では、各エンドグラフトタイプに対して、一連の画像１３４（例えば、ＣＴ
）が、エンドグラフト１０２の展開のために先験的に取得される。これは、エンドグラフ
ト１０２のモデルタイプ、展開状態、及びメッシュ表現の間のルックアップテーブル１２
２を構築するために使用されるか、又はステントの代表的なモデルが、数値メッシュとし
て作成される。言い換えると、ルックアップテーブル１２２は、ＯＳＳデータにより検出
される向きに一致するよう方向付けられる様々な展開状態の（ディスプレイ上で）視覚化
されたオブジェクトに関する異なるモデルを含む。エンドグラフト（又は展開システム１
０７、剛性ガイドワイヤ１０３など）からの光学的形状検出データを使用して、デバイス
１０２（エンドグラフト）の視覚表現１０２'が作成される。視覚表現１０２'は、所与の
エンドグラフトタイプの先験的モデル１２６から作成されることができるか、又は標準モ
デルから作成されることができる。その後、視覚表現１０２'は、デバイス１０２のＯＳ
Ｓ測定に基づき、術中（又は術前）画像１３４に対して配置及び配向される。この表現１
０２'は、術中撮像からの情報、ユーザ入力、展開の状態に関する展開デバイスからの情
報などを使用して更新されることもできる。
【００３２】
　術前計画は、表現１０２'を使用して行われることができ、ＯＳＳガイダンスを使用し
て実際のエンドグラフトを配置するとき、オペレータを助けるために使用されることがで
きる。更に、ＯＳＳ対応のカテーテル又はガイドワイヤ（１０３）が、オペレータが表現
１０２'を選択し、位置決めするのを助けるよう、前もって血管の位置及び長さのいくつ
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かを決定するのに使用されることができる。
【００３３】
　処置の間、最も近い先験的なエンドグラフトメッシュ１２４又はモデル１２６を探すの
に、エンドグラフト１０２に関する既知の情報が用いられる。入力情報は、例えば、エン
ドグラフトタイプ（製造業者、モデル番号など）、展開状態（部分的に展開、完全展開、
展開構成など）及び／又はユーザ入力を含むことができる。入力情報はまた、展開デバイ
ス（１０３）のハンドル１０５上の関連する特徴の位置、エンドグラフト１０２上の取り
付け点の既知のＯＳＳ位置、展開システム１０７のシース又は他の要素の既知のＯＳＳ位
置を知るため、ＯＳＳファイバ（又は代替的な検出機構）を含むことができる。
【００３４】
　先験的なエンドグラフトメッシュ１２４の代わりに、代表モデル１２６が使用されるこ
とができ、それは、（前述したように）展開状態の知識に基づき適切な状態へと膨張／変
形されることができる。
【００３５】
　エンドグラフトメッシュ１２４は、剛性ガイドワイヤ１０３、ハンドル１０５、展開デ
バイス１０７、又はステント若しくはエンドグラフト１０２における特定の点の位置及び
向きの形状検出知識に基づき正しい位置及び向きへと変換される。エンドグラフトメッシ
ュ１２４は、剛性ガイドワイヤ１０３の形状、エンドグラフト１０２上の取り付け点の既
知のＯＳＳ位置、展開デバイス１０７の形状（デバイスに埋め込まれたＯＳＳファイバか
ら）、既知の展開状態（例えば、エンドグラフトを収容するシースの既知の位置に基づか
れる）などに基づき、正しい形状へと変形されることができる。これは、特定の患者の生
体構造に関連する任意の必要な曲線をエンドグラフト１０２に与える。
【００３６】
　オペレータが、蛍光透視画像（例えば、画像１３４）を用いてステントグラフト１０２
の位置を確認する場合、蛍光透視画像（１３４）から検出されるマーカー位置を用いて、
ステントグラフト１０２のモデルが更新されることができる。これらのマーカーは、自動
的若しくは半自動的に識別されるか、又はオペレータにより画像１３４において選択され
ることができる。代替的に、ユーザは、ディスプレイ１１８上のグラフィカルユーザイン
タフェース（１２０）を使用してモデルを手動で調整する能力を持つことができる。
【００３７】
　本体エンドグラフト１０２及び四肢の伸長部などのサイジングは、分枝血管が閉塞しな
いことを確認する際に最も重要である。例えば、主腸骨への四肢の伸長が長すぎる場合、
それは内部腸骨をブロックすることができる。これらのエンドグラフトの選択を確認する
ため、ＯＳＳシステム１０４が使用されることができる。ＯＳＳ対応デバイス又はシステ
ム１０４が、大動脈にナビゲートされると、位置又はターゲットは、蛍光透視画像（１３
４）及びＯＳＳオーバーレイ画像１３６上で識別されることができる。これらの位置の間
の血管の長さを決定するため、ＯＳＳファイバ（１２７）の長さが使用されることができ
る。これは、蛍光透視法ベースの測定の既知の問題である、短縮化によるこれらの長さの
計算違いを排除することができる。
【００３８】
　ワークステーション１１２は、対象（患者）又はボリューム１３１の内部画像を見るた
めのディスプレイ１１８を含み、手順において使用される１つ又は複数の要素において形
状検出システム１０４に位置合わせされるオーバーレイ又は他のレンダリングとして画像
１３４又は画像１３６を含むことができる。ディスプレイ１１８はまた、ユーザがワーク
ステーション１１２並びにそのコンポーネント及び機能（例えば、タッチスクリーン、グ
ラフィカルユーザインタフェースなど）、又はシステム１００における他の要素と対話す
ることを可能にすることができる。これは、ユーザがワークステーション１１２からのフ
ィードバックを受け、及びワークステーションと相互作用することを可能にする、キーボ
ード、マウス、ジョイスティック、触覚デバイス又は他の任意の周辺機器若しくは制御を
含むことができるインタフェース１２０により、更に容易にされる。
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【００３９】
　レジストレーションモジュール１２８は、ＯＳＳファイバ１２７又はシステム１０４を
物理構造（例えば、動脈瘤など）、ＯＳＳシステム１０４、画像１３４、１３６などに位
置合わせし、エンドグラフト１０２をＯＳＳシステムなどに位置合わせするよう構成され
る。
【００４０】
　形状認識位置合わせに関して、ファイバ１２７から位置及び方向情報の両方を得るため
、特徴的な形状が使用されることができる。ファイバ１２７が所定の不変の経路をとる場
合、メモリ１１６に記憶されるファイバ変換に対する固有の画像を識別するのに、その経
路の曲率及び形状情報が使用されることができる。
【００４１】
　画像処理モジュール１４２は、ディスプレイ１１８上の共同の又は別個のディスプレイ
のために画像（１３４）及びＯＳＳ位置データ（画像１３６）を組み合わせるよう構成さ
れる。ＯＳＳデータ（例えば、画像１３６からの、又はファイバ１２７から得られた位置
及び形状情報からの、又はファイバ１２７の曲率及び形状情報からの）及び画像データ（
術前又は術中画像１３４からの）が、エンドグラフト１０２の表現１０２'（例えば、モ
デル１２６のレンダリングされたバージョン）を使用することにより、エンドグラフト１
０２（又は他のステント又は移植可能なデバイス）の配置を支援するため、表示スクリー
ン１３３上で位置合わせされ、共同して表示される。表現１０２'は、ＯＳＳデータに位
置合わせされ、スクリーン１３３上のディスプレイにレンダリングされ、ユーザは、その
配置及び展開の間エンドグラフト１０２を視覚化することができる。
【００４２】
　ＯＳＳ測定はまた、配置されるエンドグラフト又はステントを決定するため、生体構造
の測定に特に有用である。更に、ＯＳＳシステム１０４は、エンドグラフト圧力及びフロ
ーモデリングを評価するために使用されることができる。エンドグラフト１０２が展開さ
れると、エンドグラフト封止リング、本体、及び他の要素（例えば、図５及び図６参照）
の位置は、エンドグラフト１０２の部分により経験される圧力に重大な影響を及ぼす可能
性がある。グラフト１０２の一部に過度の圧力がある場合、この圧力は、エンドグラフト
不全、移動をもたらし、及び最終的には再介入を必要とする可能性がある。更に、グラフ
ト１０２が最適に配置されない場合、グラフトを通る流れは、最適ではない可能性がある
。これは、現在、術後ＣＴを介して研究されている。術後の時点で、エンドグラフト配置
において何かを変更するには遅すぎる。術後ＣＴでは、移植や治癒後にグラフトがどのよ
うにシフトしたかを決定するための蛍光透視法又は造影剤注入が採用されるが、ＯＳＳ又
は他の手段を用いてエンドグラフトを確実に配置することは、エンドグラフトの配置が不
適切であることによる悪影響の可能性を低減させる。
【００４３】
　エンドグラフトの位置及び方向に関する光学的形状検出情報に基づかれるこれらの効果
の術中予測により、臨床医は、最終的な展開の前にエンドグラフト１０２を調節すること
ができる。有用な実施形態では、グラフト１０２における流れ及び／又は圧力を推定する
のに、ＯＳＳシステム１０４の形状が使用されることができる。これらの流れ又は力のモ
デリングは、角度のついた首をターゲットとし、より曲がりくねったエンドグラフトに特
に適切である。
【００４４】
　図２を参照すると、一実施形態による例示的なルックアップテーブル１２２が示される
。ルックアップテーブル１２２は、エンドグラフトタイプに関する列２０２と、展開状態
に関する列２０４と、エンドグラフトメッシュ又はモデル（名前、ファイル名、ポインテ
ィングアドレスなど）に関する列２０６とを含む。手順の間、ブロック２１０において、
オペレータは、エンドグラフトタイプ及び展開状態を入力データとしてワークステーショ
ン１１２に入力することができる。エンドグラフトタイプ及び展開状態は、自動的に検出
されることもできる。ブロック２１２において、プロセッサ１１４は、ルックアップテー
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ブル１２２（列２０２及び２０４）を検索し、入力データに関するメッシュ又はモデルを
決定し、メッシュ又はモデルタイプを取得する。ブロック２１４において、光学形状検出
ファイバからの入力情報に基づき、モデルの剛性変換が実行される。ブロック２１６にお
いて、モデルは、解剖学的情報、ガイドワイヤ又は他の展開ツールの形状、エンドグラフ
トの既知の位置などに適合するよう変換される。ブロック２１８において、ステントモデ
ルは、ライブ画像（例えば、蛍光透視法）、ユーザ入力などを用いて更に更新される。こ
うして、エンドグラフトを視覚的な表示においてより好適に表すよう、モデルが選択及び
修正されることができる。
【００４５】
　図３を参照すると、光学形状検出ファイバ３０２が、展開の様々な段階の間のエンドグ
ラフトのモデル３０４とともに示される。このモデル３０４は、臨床医が、エンドグラフ
トの位置、向き、及び形状を理解するためのより簡単な方法を提供することができる。円
筒状のエンドグラフトモデル３０４は、光学形状検出ファイバ３０２に対して変形及び位
置合わせされることができ、ユーザが周囲の生体構造に対するステントの位置、向き、及
び展開の状態を視覚化することを可能にするよう表示されることができる。モデル３０４
の画像は、ＯＳＳファイバ３０２と共にレンダリングされ、エンドグラフトの展開前に測
定又は比較を行うことができる。モデル３０４は、以前のＯＳＳ測定値又は他の情報に基
づき更新される修正モデルを含むことができる。
【００４６】
　図４を参照すると、光学形状検出ファイバ３０２が、展開の様々な段階の間、円筒形バ
ルーンカテーテルモデル３０６とともに示される。このモデル３０６は、臨床医がバルー
ンカテーテル３０６の位置、向き、及び形状を理解するためのより簡単な方法を提供する
ことができる。バルーンカテーテルモデル３０６は、光学形状検出ファイバ３０２に対し
て変形及び位置合わせされることができ、ユーザがバルーンの位置、向き、及び膨張の状
態を視覚化することを可能にするよう表示されることができる。
【００４７】
　再び図１を参照すると、ワークステーション１１２は、グラフト又はステントの展開手
順の計画をサポートするよう構成される計画モジュール１３２を含むことができる。計画
モジュール１３２は、ＯＳＳ若しくは他の方法により測定されるような解剖学的特徴を使
用することができ、又は術前画像から選択されることができる「標準」ステントを使用す
ることができる。
【００４８】
　本原理に基づき、エンドグラフト術前計画は以下のように実行され得る。手順に先立っ
て、先験的なエンドグラフトモデル又はシミュレートされたエンドグラフトモデル１２６
又はメッシュ１２４を備える同じルックアップテーブル１２２を使用して、計画が実行さ
れることができる。これは、エンドグラフトの先験的メッシュ１２４をロードし、術前Ｃ
Ｔ又は類似の画像１３４にメッシュ１２４をオーバーレイすることにより実行されること
ができる。ユーザは、エンドグラフトをサイズ変更し、側枝のカニューレ挿入を位置決め
して、エンドグラフトモデル１２６又はメッシュ１２４を修正することにより、エンドグ
ラフトのデジタル表現（１２４、１２６）を修正するよう構成される編集モジュール１４
０を用いて、エンドグラフトモデル１２６又はメッシュ１２４の形状を調整し、生体構造
に適合することが可能にされる。これは、複数の方法又はそれらの組み合わせで実行され
ることができる。例えば、１つの方法は、（ディスプレイ１１８上のＧＵＩを介して）ユ
ーザによるエンドグラフトモデル１２６又はメッシュ１２４の手動変形を含む。別の方法
は、半自動変形を含むことができる。そこでは、ユーザが、保持リング（又はメッシュ１
２４の他のいくつかの特徴）を位置決めし、その後、メッシュ１２４の残りの部分が、生
体構造に一致するように変形する。更に別の方法は、所与のエンドグラフトに先立って展
開される他のエンドグラフトの位置に基づかれることができ、例えば、本体グラフトに関
する腸骨肢がモデルとして使用されることができる。これは、マーカバンドに関する既知
のランディングゾーンに基づき自動的に実行され、その後ユーザにより調整される。
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【００４９】
　エンドグラフトが所望に応じて配置されると、先験的モデル１２６から特徴が抽出され
、ユーザにより表示又は描画又は配置される。例えば、１）ステント又は２次ステントの
首に関するランディングゾーン、２）ステント又は２次ステントの首に関する標的リング
、３）穿孔の位置又は対側ゲートの位置に関する標的球又はリング又はマーカーのセット
。これは、ユーザがこれらの特徴のみを視覚化し、モデル全体を隠すことを選択すること
を可能にする。４）ステントにおける機械的力に関する予想される力プロファイル、及び
エンドグラフトを通るシミュレートされた流れプロファイルなどである。
【００５０】
　術前計画について記載されたステップは、術中に提供されることもできる。これは、展
開後にグラフトがどのように配置されるかをオペレータが予測することを可能にする。計
画自体はオンザフライで行われることができるか、又は術前計画がオンザフライで更新さ
れることができる。これは、比較的剛性のある展開デバイスを血管に導入すると、生体構
造が大きく変わる可能性があるため、重要である。この同じ理由から、展開の間に周期的
に撮影された蛍光透視画像が、このタイプのナビゲーション及び展開に関して、術前ＣＴ
画像１３４を使用するよりも好ましい場合がある。
【００５１】
　本書に説明されるタスクは、特定の手順に対してオペレータを準備するため、及び／又
は一般的なトレーニング目的に使用するために、シミュレータとしての手順の前にユーザ
に提供されることもできる。しかしながら、この効果を低減するため、術前ＣＴ画像１３
４は、処置の間の透視画像に基づき更新されることができる。例えば、異なる投影におけ
る２つの血管造影画像が、例えば腎分岐を特定するために使用されることができる。ユー
ザがすでにその位置に標的リング又は球を持つ場合、標的は、ライブ血管造影画像に基づ
き調整されることができる。これは、他の関連する解剖学的特徴（腸骨分岐、ＳＭＡ、セ
リアックなど）に対しても同様に行われることができる。これらの特徴がどのように調整
されるかに基づき、術前ＣＴ画像１３４がマッチするよう同様に変形されることができる
。
【００５２】
　一実施形態では、術中画像におけるグラフトの視覚化を助けるため、ステントグラフト
の表現が、ステントグラフトの最も可能性の高い位置に関する確率マップ若しくは確率イ
ンジケータとして、又はこれと共にオペレータに示されることができる。最適配置又は最
適配置の程度が生じる位置を示す確率マップが、ディスプレイにレンダリングされること
ができ、これは、計算、履歴データ（他の手順から）、臨床医により設定されたゾーンな
どに基づかれることができる。確率マップは、安全な配置ゾーンを示すため、又は配置が
あまり望ましくない領域を示すために、異なる色又はテクスチャを含むことができる。確
率マップは、形状検出データの潜在的な不正確／不確実性のインジケータ又は位置合わせ
の質を含むことができる。例えば、ディスプレイにおけるエンドグラフトモデルは、エン
ドグラフトの配置に関するより良好な成功の確率を示すため、色及び／又は仮想血管を変
化させることができる。確率マップの様々な変化及び使用は、当業者により理解されるで
あろう。
【００５３】
　代替的に、オペレータは、（グラフト全体とは対照的に）ステントグラフトの主要な特
徴を示すマーカーの位置を示されることができる。マーカーは、３Ｄ表現として表示され
ることができ、又は２Ｄ平面に投影され、透視画像にオーバーレイされることができる。
これらの特徴は、ステントグラフトを整列させる又は他の態様で位置決めするために使用
される端部、リング又は他の特徴的な形状を含むことができる。オペレータが術前計画を
使用している場合、視覚化は、エンドグラフトの現在の位置が一定の許容範囲内で計画と
一致するときを示すことができる。
【００５４】
　他の実施形態では、処置の間、エンドグラフト１０２周辺の既知の関心領域に放射線ビ
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ームを限定することにより、患者（及び臨床医）に対する放射線量を制限するのに、エン
ドグラフト位置に関するＯＳＳ情報が使用されることができる。これは、撮像システム１
１０のソースにおける画像ウェッジの自動的又はユーザ決定された位置決めにより行われ
ることができる。撮像システム１１０は、蛍光透視システム、超音波システムなどを含む
ことができる。一実施形態では、撮像システム１１０は、ｃアーム１２５を含むことがで
きる。Ｃアーム１２５の位置及び角度は、エンドグラフトの位置及び向きに関するＯＳＳ
の知識に基づき、その位置を自動的に制御することにより、又はユーザに最適な位置を提
案することにより、最適化されることができる。
【００５５】
　図５を参照すると、血管５１１内の計画段階の間に描かれることができる標的リング５
０６、球５０８、及びランディング領域５１０を含む、エンドグラフト５０４の配置の術
前計画に関する例示的な画像５０２が示される。これらの計画特徴はその後、展開の間に
使用されることができる。
【００５６】
　図６を参照すると、計画段階の間に描かれることができる標的リング５１６、球５１８
、及びランディング領域５２０を含むエンドグラフト５１４の展開の術前計画に関する例
示的な画像５１２が示される。これらの計画特徴はその後、展開の間に使用されることが
できる。
【００５７】
　本原理は、以下に限定されるものではないが、例えば、血管内動脈瘤修復（ＥＶＡＲ）
、分岐有窓ＥＶＡＲ（ＢＥＶＡＲ）、経皮ＥＶＡＲ（ＰＥＶＡＲ）、胸部ＥＶＡＲ（ＴＥ
ＶＡＲ）、有窓ＥＶＡＲ（ＦＥＶＡＲ）といった処置を含む、蛍光透視法又は他の撮像誘
導下で、エンドグラフトが使用される任意の用途をカバーする点を理解されたい。
【００５８】
　図７を参照すると、本原理による血管内動脈瘤修復（ＥＶＡＲ）処置のための有窓ステ
ントグラフト（エンドグラフト）７０２が示される。グラフト７０２の位置及び向きは、
配置前にＯＳＳシステム１０４を用いて計画された。更に、血管７０６の枝７０４の位置
及び大きさが決定された。本原理は、情報の不足を補い、及びステントグラフトの３Ｄ表
現をユーザに提供するため、術中ＯＳＳデータと結合されるステントグラフトの先験的モ
デル、及びステントグラフトの任意のライブ撮像を使用する。
【００５９】
　エンドグラフト７０２のモデルは、編集ツール（図１の編集モジュール１４０）を使用
して修正され、続いて、この修正に基づきグラフト７０２が製造される。修正は、分岐位
置、エンドグラフト７０２のサイズ（特定の位置における長さ及び直径など）を含むこと
ができる。これは、エンドグラフト７０２が、一旦展開されると良好に適合することを保
証する。次いでグラフト７０２が展開される。エンドグラフト７０２は、そこに一体化さ
れるＯＳＳシステム１０４を含むことができ、これは、ＯＳＳファイバ、ＯＳＳ対応カテ
ーテル、ＯＳＳ対応ガイドワイヤなどを含むことができる。ＯＳＳシステム１０４及び術
中撮像は、血管７０６に対するグラフトの位置、形状及び向きを特定するために共同で使
用される。
【００６０】
　枝７０４は、エンドグラフト７０２における対応する構造と整列され、エンドグラフト
７０２のリング又は端は、動脈瘤又は他の損傷組織に隣接する健康な組織に配置される。
このエンドグラフトは、展開ツール又は器具（例えば、ガイドワイヤ、カテーテル（例え
ば、バルーンカテーテル）又は他の任意の器具）とともに、又はその上に配置されること
ができる。展開ツール（図１の１０７）は、エンドグラフト７０２における１つの代わり
に、又はこれに加えて、ＯＳＳシステム１０４を含むことができる。ＯＳＳシステム１０
４を備える配置ツール１０７（図１）は、グラフト７０２の正確な配置を保証するのを助
けることができる。エンドグラフト７０２の配向及び位置は、血管７０６の良好な密封を
実現し、動脈瘤がもはや圧力を受けないように流れを調節するために重要である。エンド
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グラフト７０２が正しく配置されない場合、血液は、ステントグラフト７０２の周りで漏
れることがあり、動脈瘤嚢内に溜まり続けるか、又はエンドグラフト７０２が、血管７０
６（例えば大動脈）から側枝を閉塞する可能性があり、これは、重要な器官に対する貧弱
な血流をもたらす可能性がある。
【００６１】
　有窓血管内動脈瘤修復（ＦＥＶＡＲ）では、側枝（例えば、腎動脈）にカニューレ挿入
することが、グラフト７０２の展開に先立って血管７０６をマッピングすることにより事
前に実行されることができる。このカニューレ挿入は、半展開されるステントグラフトを
通してカテーテル及びガイドワイヤをナビゲートし、穿孔を介してステントグラフト７０
２を出て、次に標的血管（分岐７０４）に入ることを含む。
【００６２】
　ＯＳＳシステム１０４は、最適な位置決めのため、展開の間、エンドグラフト７０２の
位置、向き及び形状を追跡する。側血管のカニューレ挿入は、Ｘ線誘導の使用なしで（又
は最小限のＸ線誘導で）実行されることができ、ＯＳＳシステム１０４のデバイス（例え
ば、ＯＳＳ対応展開ツール、ＯＳＳ対応ステントグラフト、及び／又は術前ＣＴ若しくは
ライブ透視法の１つ又は複数）に基づき実行されることができる。
【００６３】
　図８を参照すると、例示的な実施形態に基づき、医療デバイス展開のための方法が説明
及び示される。ブロック８０２において、術前画像及び展開可能医療デバイス又は移植可
能デバイスのモデルに基づき、術前計画が実行されることができる。展開可能な医療デバ
イス又は移植可能物は、エンドグラフト、ステント、バルーン、クリップ、バルブ、他の
移植可能なデバイス、他の展開可能なデバイス（例えば、カテーテル、ガイドワイヤなど
）を含むことができる。ブロック８０４において、解剖学的位置（例えば、分岐、ランデ
ィングゾーンなど）はオプションで、例えばガイドワイヤ又はカテーテルといったＯＳＳ
対応デバイスを用いて測定される。このステップは、ＯＳＳシステムを使用して、関連す
る幾何学的特徴（例えば、分岐位置、全長など）の長さ測定を行うことを含むことができ
る。特定の環境において、ブロック８０４はスキップされることができる。例えば、医師
は、ＯＳＳにより提供される測定を行わずに、ブロック８０２からブロック８０６に直接
移ることができる。
【００６４】
　ブロック８０６において、エンドグラフトタイプが選択される。これは、ブロック８０
４においてＯＳＳシステムにより測定される測定値に基づかれることができる。ブロック
８０８において、エンドグラフトタイプを選択するステップは、メモリに記憶されたルッ
クアップテーブルを参照するステップを含むことができ、ＯＳＳシステムを用いて得られ
る測定値に基づき、最良適合エンドグラフトタイプが選択されるよう、エンドグラフトタ
イプに対して測定をインデックス化するよう構成される。選択されたタイプに関して、エ
ンドグラフトタイプのデジタル表現が提供される。
【００６５】
　ブロック８１０において、医療デバイス（例えば、エンドグラフト）の位置を決定する
ＯＳＳデバイスが、このデバイスが配置されるべき血管の画像と共に位置合わせされる。
ＯＳＳデータは好ましくは、血管の画像データと位置合わせされる。ＯＳＳデバイスは、
製造中に展開システムに一体化されることができ、展開システムのハンドルにクリップさ
れることができ、エンドグラフトに接続されることができる等となる。
【００６６】
　ブロック８１２において、医療デバイスのデジタル表現が、入力（例えば、ＯＳＳデー
タからの展開可能な医療デバイスの位置及び向き、展開状態、撮像データ及び／又はユー
ザ入力からの入力）に基づき修正されることができる。これは、対象にフィットするよう
、エンドグラフトモデル又はメッシュを修正すること、及び側枝の特徴を事前位置決めす
ることを含むことができる。ＯＳＳシステムは、展開器具又はシステムに一体化されるこ
とができ、少なくとも一部のエンドグラフトは、展開器具に対して仮想的に表されること
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ができる。展開に先立ってエンドグラフトをカスタマイズすることにより、穿孔及び配置
に必要な時間量が大幅に短縮される。更に、放射時間及び造影剤の量も、ＯＳＳシステム
の使用により低減されることができる。
【００６７】
　ブロック８１４において、ＯＳＳデバイス、医療デバイス表現、及び画像（ＣＴ、Ｘ線
）が共同して表示される。ＯＳＳデータ及び画像データは例えば、血管内のエンドグラフ
トの正確な配置を可能にするため共に表示される。ＯＳＳシステムは、エンドグラフトに
一体化されることができ、エンドグラフトは、共に表示される画像におけるエンドグラフ
トの少なくとも一部により視覚的に表されることができる。ブロック８１６において、エ
ンドグラフトの少なくとも一部は、確率マップ、エンドグラフト又はマーカーの一部を含
むことができる。
【００６８】
　ブロック８１８において、撮像エネルギーは、エンドグラフトの位置及び向きのＯＳＳ
情報を使用して関心領域の焦点に基づき制限される。例えば、放射線は、展開されたＯＳ
Ｓシステムの位置により指定される関心領域に制限されることができる。こうして、放射
線の狙いを定めるためにＯＳＳ位置が使用され、放射線は、関心領域／エリアに縮小され
る。エネルギー形態の超音波又は他の撮像モダリティも同様に制限され得る。
【００６９】
　ブロック８２０において、エンドグラフトは例えば、バルーンカテーテルなどを拡張す
ることにより、血管内に展開される。エンドグラフトを固定する前に、配置又はエンドグ
ラフトに関する修正及びチェックが行われることができる。
【００７０】
　添付の特許請求の範囲を解釈するにあたり、以下の点を理解されたい。
【００７１】
　ａ）「有する」という語は、所与の請求項に記載される要素又は行為以外の他の要素又
は行為の存在を除外するものではない。
【００７２】
　ｂ）ある要素に先行する「ａ」又は「ａｎ」という語は、斯かる要素が複数存在するこ
とを除外するものではない。
【００７３】
　ｃ）請求項における任意の参照符号は、それらの範囲を制限するものではない。
【００７４】
　ｄ）複数の「手段」が、同じアイテム、又はハードウェア、又はソフトウェア実現によ
る構造体、又は機能により表されることができる。
【００７５】
　ｅ）特に指定がない限り、行為の特定のシーケンスが必要とされることを意図するもの
ではない。
【００７６】
　光学的形状検出を用いたエンドグラフト視覚化のための好ましい実施形態を説明してき
たが（これらは例示であって限定することを意図するものではない）、上述の教示に照ら
して当業者であれば修正及び変形が可能である点に留意されたい。従って、添付の特許請
求の範囲により概説される開示される実施形態の範囲に含まれるものとして、本開示の特
定の実施形態において変更がなされることができる点を理解されたい。こうして、本開示
の内容が特許法により必要とされる範囲で詳細に記載されてきたが、特許証により保護さ
れることを望む保護の請求は、添付の特許請求の範囲に記載される。
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